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　対象者には、11月に案内文を送付しています。
　参加される皆さまは、体調管理には十分にご留意いただき、
式典にご参加いただきますようお願いいたします。
　式典当日も皆さまのご協力よろしくお願いいたします。

日　時：令和６年１月４日（木）　午前10時～
場　所：日高町中央公民館
対象者：�平成15年４月２日から平成16年４月１日までに生まれた

方で、町内の小学校または中学校を卒業した方および日高町に住所を有する方

【お問い合わせ先】　中央公民館（TEL：６３・３８１１）

日　　時：12月19日（火）　10時～
場　　所：日高町中央公民館２階
イベント：クリスマス会
内　　容：絵本の読み聞かせやエプロンシアターなど

　おはなしの会は毎月第３火曜日に開催されており、絵本の読み聞
かせやおもちゃで遊んだりと親子が触れ合える場となっています。

令和６年　二十歳を祝う式典のお知らせ

　水道料金は、毎月検針員が水道メーターの検針を行い、使用水量を確認したうえ、その水量に
応じて水道料金を決定しています。
　水道メーターの検針は毎月15日～ 25日ごろに行っており、使用水量の確認のほか、漏水を発
見できることもありますので、正確な検針ができるように次のことにご協力ください。
●メーターボックス周辺の草刈りや植木の剪定等をしてください。
●メーターボックスの上に物を置いたり車等を駐車したりしないでください。
●犬を外で飼われている方はメーターボックスから離れた場所につないでください。
●メーターボックス内を清掃し、メーターの数値が見えるようにしてください。
　メーターボックスは水道使用者の所有物となります。万が一破損した場合は、使用者が業者に
連絡し、メーターボックスの修理をしてください。

（費用は自己負担となります。アパート等にお住まいの方は管理されている方へ連絡してください）
　メーターボックスや蓋が破損した状態で使用されますと水道メーターや止水栓等が壊れる原因
にもなります。

水道メーター検針時のお願い

【お問い合わせ先】　上下水道課（TEL：６３・３８０５）

ひだかおはなしの会の開催について



　

広報ひだか 2023.12月号7

日　程 地　区 ごみを出す時間
12月28日（木）で最終 全地区 必ず午後8時までに出してください

12月29日（金）～令和６年１月３日（水） 全地区 休　業
令和６年１月４日（木）より再開 比井崎・志賀地区

必ず午後8時までに出してください
令和６年１月５日（金）より再開 内原地区

日　程 地　区 ごみを出す時間
12月27日（水）で最終 全地区（資源） 必ず午後8時までに出してください

12月28日（木）～令和６年１月９日（火） 全地区（資源） 休　業

令和６年１月10日（水）より再開 全地区 必ず午後8時までに出してください

日　程 受付時間
12月28日（木）まで 午前 8 時～午後 ４ 時

12月29日（金） 午前 ８ 時～午前11時

令和６年１月４日（木）より 午前 ８ 時～午後 ４ 時

日　程 営業時間 備　考

12月27日（水） 午前中で
業務を終了

年末の汲み取り申し込みは、
12月15日頃までに

お願いします。
令和６年１月４日（木）～ 平常どおり営業 日曜日は休業

【お問い合わせ先】　12月28日（木）まで　　　　　　住民生活課（TEL：６３・３８００）
　　　　　　　　　12月29日（金）～１月３日（水）　細川清掃社（TEL：６３・３５９９）

【お問い合わせ先】
●内原地区（一部の地域を除く）：（有）日高環境サービス（⼭本）
　　　　　　　　　　　　　　　（TEL：２２・７３７７ または TEL：６３・２５４８）
●志賀・比井崎・小中・高家（一部）地区：（有）タカミ（TEL：６３・２３６３）

年末・年始の
ごみ収集、 し尿汲み取りのお知らせ
　年末年始のごみの収集は、以下のとおりです。
　お間違えのないようにお願いします。指定日以外の日に、ごみは出さないでください。

ごみの収集

清掃センターへのごみの直接持込について

し尿汲み取り

可
燃
物
日
程

不
燃
物
日
程

※指定袋に入れて出してください。　　※ごみの分別にご協力ください。
※年末年始のごみ収集は、通常のルートおよび時間を変更して収集することがあります。
※午後８時を過ぎて出されると指定場所であっても収集されないことがありますのでご注意ください。

※ 事前に「ごみ持込許可申請書」の
用意、記入をお願いします。

※ 申請書は町ホームページ、住民生
活課、御坊広域清掃センターで入
手できます。
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